
第 5 号様式 （第 4 条関係）

行 政 文書 公 開諾 否 決 定期 間 延 長 通 知 書

8 平議第54 号
令和 8 年 6 

西久保 祐輔 様

令和 8 年 6 月 1 2 日付けで公開請求があ り ま した行政文書の公開については、 条例第［ 麿： ： り

4 項の規定によ り 、 次のとお り諾否の決定期間を延長 しま したので通知 します。

なお、 諾否の決定を行った と き は、 通知 します。

公開請求に係 る行政文書の内容

1 ． 政務活動投の支出項 目における上限設定に関する記録の一切
平塚市議会政務活動袈の使途項 目 （広報贄を含む各項 目） に上限額を設ける こ と、 ま たはそ

の算出基準 ・配分等について協議 ・決定 ・調整 した一切の会議 （議長会、 会派代表者会議、 議

会逓営委員会、 その他任意の協議の場、 意見交換会、 懇談会等、 名称や公式 ・ 非公式の別を問

わない） に係る以下の行政文書。

(a) 当該会議等の開催通知、 次第、 レジュ メ 、 配布賓料、 成案、 合意書、 党書、 申し合わせ事項等

の文書。
(b) 当該会議等の議事録、 厳事概要、 結果報告書、 復命書、 決裁文書。

(c) 当該会議等において、 ま たはその前後の調整過程において、 議会局職員、議長、 副議長、 その

他出席者が職務上作成 • 取得 した手控えメ モ、備忘録、打ち合わせメ モ、電子メ ール （職員間、

または職員 と議員 ・会派間で受発信 された も のを含む）、 その他の記録 （電子データ を含む）

一切。

2. 広報贄の上限 (4 2 万円） 設定に関する記録の一切

平塚市議会政務活動喪の項 目の う ち、 「広報費」 の上限を 「4 2 万円」 と 定める こ と について

協議 ・決定 ・調整 した一切の会議 （上記 1 と 同様に名称や公式 ・非公式の別を問わない） に係

る、 上記 （a) か ら （c) ま でに掲げる一切の行政文書 ・記録 ・電子データ。

条例第 1 0 条第 1 項の規定によ る決定期間

令和 8 年 6 月 1 2 日か ら令和 8 年 6 月 2 9 日 ま で

決定期間を延長 した後の諾否の決定を行 う期限

令和 8 年 8 月 1 2 日 まで

決定期間を延長する理由

文書の特定に時間を要するため。

主 管 課

議会局 総務担当
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